
説明資料
（移動支援サービスの請求方法の変更について）

事業者の皆さま、

尼崎市の移動支援サービスの

請求方法が変わります。

① ご契約者（利用者）様の区分の

確認方法について

② 実績記録票の変更について

請求方法の変更点

 
資料３ 



① 区分の確認方法について

・新たな移動支援の区分（３区分）については、ご契約者（利用者）様がお持ちの「受給者証」で
確認していただきますが、支給決定期間の開始日が平成29年9月末までの「受給者証」は、旧区分
（身体介護を伴う・伴わない）が記載されていますので、下図のとおり確認してください。

確認方法

区分○

認定有効期間

サービス種別

支給量等

支給決定期間

サービス種別

支給量等

支給決定期間

サービス種別

支給量等

支給決定期間

予備欄

平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで

移動支援　　　　　　　　　　　　【地域生活】

身体介護を伴う ●●時間／月

平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで

居宅における身体介護●●時間／月

（二）

介護給付費の支給決定内容
（移動支援・日中一時支援等を含む）

障害支援区分

平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで

居宅介護　　　　　　　　　　　　【障害福祉】

● 「障害支援区分」を確認してください。

「障害支援低区分」、「障害支援高区分」となる人につい
ては、こちらで確認できます。

・障害支援区分が空欄、１・２・３⇒ 「障害支援低区分」
・障害支援区分４・５・６ ⇒ 「障害支援高区分」

● 「移動支援の区分」を確認してください。

「重度移動支援区分」となる人については、受給者証
の書き換えを行います（※平成29年10月末日まで）ので、
こちらで確認できます。

【書き換え例】身体介護を伴う ⇒ 重度移動支援区分

※書き換えの手続きが滞っている場合もありますので、ご契約
者（利用者）様にご確認いただきますようお願い申し上げます。

【確認点①】

【確認点②】

支給決定期間の開始日が、

平成29年9月末までの受給者証のイメージ
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サービス

提供者印
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確認印
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開始時間 終了時間
計画
時間数

開始時間 終了時間
日付 曜日

移動支援事業計画 サービス提供時間
算　定
時間数

派遣
人数

契約支給量
事業者及び
その事業所

利用者負担上限月額 円　 区分 　低区分　・　高区分　・　重度　

事業所番号支給決定障害者等氏名
（児　童　氏　名）

（様式第13号）　　　　

平成　　　年　　　月分 移動支援事業提供実績記録票

受給者証
番　　　号

② 実績記録票の変更について

●新たな移動支援の区分を○で囲ってください。

・低区分⇒ 障害支援低区分
・高区分⇒ 障害支援高区分
・重度 ⇒ 重度移動支援区分

・平成29年10月以降のサービス提供分については、新たな移動支援の区分欄を新設した実績記録票
（下図参照）で請求してください（※市のホームページからダウンロードできます）。

請求の変更点

【実績記録票（改正後）】



障害福祉政策担当

電 話 ：０６－６４８９－６３９７

ﾌｧｯｸｽ ：０６－６４８９－６３５１

障害福祉課（請求・審査担当）

電 話 ：０６－６４８９－６７５０

ﾌｧｯｸｽ ：０６－６４８９－６３５１

お問い合わせ先

移動支援サービスの運用変更にご協力いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。


